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出典：第 2 次菊池市総合計画 

■土地利用方針図 

２－４ 上位計画、関連計画から見た都市構造の検討 

（（（（１１１１））））上位上位上位上位計画計画計画計画等等等等    

１）第 2 次菊池市総合計画（平成 27 年 3 月：菊池市） 

・第 2 次菊池市総合計画においては、旧市町

村の中心地をにぎわい交流ゾーンと位置づ

け、その周りに定住促進ゾーンを位置付け

ています。 

・菊池市の都市構造の基本となる考え方であ

り、本市における都市機能が集中する核、

拠点については、この考え方を踏襲してい

くことが基本となっています。 

  

 

 

 

 

 

２）菊池都市計画区域マスタープラン（平成 24 年 3 月：熊本県） 

・商業業務、工業、住宅などの都市的機能や主要道路、公園などの都市施設については、都市

計画区域を中心に整備されますが、この都市計画区域内の整備・開発または保全の方針とし

て、熊本県が都市計画区域ごとに定める計画（区域マスと略される）についてみると、主な

市街地として、菊池中心市街地の用途地域指定エリア、泗水地区の国道 387 号沿道及び富の

原地区周辺、泗水と旭志の境界の国道 325 号沿道などが主な市街地として位置づけられてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

癒しの里づくりに向けた土地利用方針図 

出典：菊池都市計画区域マスタープラン 
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■地域間の流動状況の変化 

 

３）熊本都市圏都市交通マスタープラン（熊本県、熊本市） 

①基本的考え方 

・熊本都市圏では、熊本都心部を中心に放

射状の交通が多く、これを公共交通軸と

し、多核連携型都市構造の実現に向けて

取り組んでいます。 

・菊池市の泗水地域は熊本都市圏に含まれ

ており、一体的な交通網の整備や交通結

節点の充実が必要とされています。 

・具体的には下図に示すように中心市街地

を結ぶ公共交通軸上に、地域核、生活拠

点を位置づけ、ここを交通結節点として、

支線バス網や自動車、自転車、タクシー

等との乗換え利便性を高めていこうとす

るものです。 

・次ページの図に示すように、泗水支所周

辺は、合志・菊池方面の生活拠点として

位置づけられ、国道 387 号を公共交通軸

に、交通の結節点としての役割が期待さ

れています。 

 

 

②生活拠点のイメージ 

・生活拠点は、日常生活に必要な商業施設や医療施設、コミュニティ施設などが集まっている

地区で、泗水地域の場合、熊本電鉄の終着駅の御代志駅（合志市）を地域核とし、それから

菊池方面の国道 387 号（支線バス）で菊池市の「入り口」にあたる生活拠点として位置づけ

られています。 

出典：熊本都市圏交通マスタープラン 

■拠点と公共交通ネットワークのイメージ 

出典：熊本都市圏交通マスタープラン 
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泗水地域は熊本都市圏に含ま

れ、生活拠点として位置づけら

れている。 

実質的には菊池中心市街地まで

の公共交通軸が形成される。 
■熊本都市圏都市交通マスタープラン概念図 

出典：熊本都市圏都市交通マスタープラン 
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（（（（２２２２））））菊池市都市計画菊池市都市計画菊池市都市計画菊池市都市計画マスタープランマスタープランマスタープランマスタープラン        

・菊池市都市計画マスタープランは、今回策定する立地適正化計画の基本となるものであり、

立地適正化計画は、より具体的な都市機能や居住の誘導等について定めるものとして位置づ

けられます。 

・菊池市の将来都市構造は、「コンパクト・ネットワーク・シティ」の考え方により、４市町村

の合併により新たに形成された行政体において、旧市町村の中心部を拠点核とし、国県道等

によりこれらの拠点を結んでいくという考え方が示されています。 

・拠点核のイメージは、菊池中心市街地を中心商業業務拠点とし、七城、旭志、泗水地域につ

いては地域商業拠点として位置づけられています。 

 

【菊池市都市計画マスタープラン】（平成 23 年 3 月） 

〔都市構造のテーマ〕 

 

 

 

〔イメージ〕 

◇現在の中心市街地や旧市町村中心部を核とした、まとまった市街地形成 

◇幹線道路沿道における優良農地等の保全を図りながら生活利便施設等の適切な誘導（道路の効率的利用） 

◇田園集落の風景環境の維持・更新と周辺農地等の保全 

◇山林の自然環境の維持・保全と多様な活用（観光等） 

◇広域ネットワーク充実のための国県道等の機能強化 

◇旧市町村中心部を相互に結ぶ地域幹線道路の機能強化 

 

もやいによる集住のまちもやいによる集住のまちもやいによる集住のまちもやいによる集住のまち    

－コンパクト・ネットワーク・シティ－－コンパクト・ネットワーク・シティ－－コンパクト・ネットワーク・シティ－－コンパクト・ネットワーク・シティ－ 

■将来都市構造イメージ図 
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（（（（３３３３））））関連計画関連計画関連計画関連計画        

 １）公共施設等総合管理計画 

・菊池市公共施設等総合管理計画によれば、菊池市の公共施設は、農林業関係施設が多いこと

が特徴です。これは市のリース事業として整備された、野菜・果物等栽培用の農業用ハウス

が多いことが起因しています。 

・公共施設で築 30 年以上経過したものが約 40％を占め、公営住宅、学校などの教育施設の老

朽化が進んでいます。今後 10 年間を見ると、約５割強が築 30 年を超え、管理・建替えコス

トの増大が懸念されます。 

・公共施設の集約化、効率化が必要とされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：菊池市公共施設等総合管理計画 

■大分類別の公共施設の延床面積の割合 ■経年別延床面積の割合 

■公共施設の過去整備量 
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２）公共交通関連計画 

・菊池市の公共交通網についての計画としては、菊池市の公共交通として、路線バス、コミュ

ニティバス（きくちべんりカー）、予約制乗合いタクシー（きくちあいのりタクシー）の 3

種類の交通手段でサービスを行っていくものとしています。 

・特にあいのりタクシーについては、路線バスのサービスから外れる地域を中心に、市内全域

でのサービスを行っていくものとしています。 

・路線バスにおいては、乗客数の減少が続き、存続の危機にある路線が多く見られるため、利

用者の増加策を進めるとともに、主要バス路線沿線への居住や人が集まる施設の立地誘導を

図る必要があります。 

■菊池市公共交通網図 
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２－５ 都市構造の評価 

（（（（１１１１））））居住居住居住居住にににに適適適適さないさないさないさない区域区域区域区域のののの検討検討検討検討    

１）立地適正化計画における誘導区域の考え方 

・立地適正化計画においては日常的利便施設等を誘導する「都市機能誘導区域」や、コンパク

トな市街地形成のために居住地を誘導する「居住誘導区域」を定めることが必要ですが、そ

の考え方を整理すると以下のとおりです。 

 

 【立地適正化計画における誘導区域の指定の考え方】 

 ①①①①都市機能誘導区域都市機能誘導区域都市機能誘導区域都市機能誘導区域    

・各拠点地区における土地利用の実態や公共交通施設、都市機能施設、公共施設の配置を

踏まえ、徒歩等の移動手段による各種都市サービスの回遊性など、地域としての一体性

の観点から具体の区域を検討 

 

 ②②②②居住誘導区域居住誘導区域居住誘導区域居住誘導区域    

・国立社会保障・人口問題研究所の将来人口推計をもとに、長期的な地区別人口見通しを

見据えつつ、以下の視点から具体の区域を検討 

 

 ✔ 徒歩や主要な公共交通路線等を介した拠点地区へのアクセス性 

 ✔ 区域内の人口密度水準を確保することによる生活サービス施設の持続性 

    ✔ 対象区域における災害等の安全性 

    

    ③居住誘導区域外 

・居住誘導区域の外側において、住宅地化を抑制する必要がある場合には居住調整区域を

設定することが可能であるとともに、跡地が増加しつつありこれらの適正な管理を図る

ことが必要な場合には、跡地等管理区域を設定することができることから、必要に応じ

て検討 

 

 ④公共交通軸等の検討 

・都市機能・居住の誘導のために講ずべき公共交通の確保等の施策を検討するとともに、

交通事業者等の関係者と連携のもと、公共交通、徒歩、自転車等に関する交通施設の整

備等についても総合的に検討 
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【居住誘導区域の指定が難しい地域】 

２）居住誘導区域の指定が難しい区域の考え方 

・「居住誘導区域」の指定が難しい区域は、もともと居住を想定していない区域や、災害等によ

り居住に適さない区域があげられ、その考え方を整理すると以下のとおりです。 

●居住誘導区域へ含まないこととされている区域 

・災害危険区域のうち、条例等により住居の用に供する建築物の建築が禁止されて

いる区域 

・農用地区域又は採草放牧地の区域 

・自然公園法特別地域 

・保安林の区域 

・原生自然環境保全地域等 

・保安林予定森林の区域、保安施設地区等 

・（市街化調整区域） 

●居住誘導区域に含めることに慎重な判断を行うことが望ましい地域 

・工業専用地域、流通業務地区等、法令により住宅の建設が制限されている地域 

・特別用途地区、地区計画等のうち、条例により住宅の建築が制限されている区域 

・土砂災害特別警戒区域等災害の発生の恐れがある区域 

・・・・過去過去過去過去にににに住宅地住宅地住宅地住宅地化化化化をををを進進進進めたもののめたもののめたもののめたものの居住居住居住居住のののの集積集積集積集積がががが実現実現実現実現してしてしてしていないいないいないいない区域区域区域区域でででで、、、、今後今後今後今後はははは居住居住居住居住

のののの誘導誘導誘導誘導をををを図図図図るべきではないるべきではないるべきではないるべきではない区域区域区域区域    

・・・・工業系用途地域工業系用途地域工業系用途地域工業系用途地域がががが定定定定められているもののめられているもののめられているもののめられているものの工場工場工場工場のののの移転移転移転移転によりによりによりにより空地化空地化空地化空地化がががが進展進展進展進展しているしているしているしている

区域区域区域区域でででで、、、、引引引引きききき続続続続きききき居住居住居住居住のののの誘導誘導誘導誘導をををを図図図図るべきではないるべきではないるべきではないるべきではない地域地域地域地域    

■防災施策との連携イメージ  
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３）菊池市における居住誘導区域の指定が望ましくない地域の抽出 

・水田地帯は農振農用地の指定がほとんどのエリアで指定されています。農振農用地ではな

いまとまったエリアは、菊池中心市街地に指定される用途地域、及びその西側の野間口周

辺、泗水地域の泗水支所周辺や富の原、桜山、住吉周辺に見られます。 

・菊池川右岸（北側）、合志川沿いでは浸水想定区域となっており、水害の発生が予想されま

す。 

・菊池川南部や泗水地域の県道 204 号（西古閑泗水線）沿線に急傾斜崩壊危険区域の指定が

多くされています。これらの地区の多くは河岸段丘により形成された土地となっています。 

・土砂災害危険個所は東部山地丘陵地帯に多く見られます。 

 

・以上のことから、菊池市における居住誘導区域への指定が望ましくない地域として、まと

まったエリア指定が行われている農振農用地、浸水想定区域あげられます。
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（（（（２２２２））））同規模都市同規模都市同規模都市同規模都市とのとのとのとの比較比較比較比較によるによるによるによる都市構造都市構造都市構造都市構造のののの評価評価評価評価    

１）評価方法 

・菊池市の現況の都市構造の評価について、類似規模都市平均と比較することで、客観的、定

量的な把握を行います。 

・「都市構造の評価に関するハンドブック（平成 26 年 8 月：国土交通省）」に基づき、主な評価

指標の例をもとに、地方都市圏の 10 万以下都市を基本に比較します。データがないものは概

ね 30 万都市のデータも活用します。 

 

２）結果の概要 

①生活利便性 

・生活利便施設の充足率では、類似都市と比較し、福祉施設以外はカバー率が低く、利便性に

劣ります。 

・医療施設、商業施設周辺の人口密度が高く、これらの施設周辺への人口定着率が高くなって

います。 

②健康・福祉 

・高齢者徒歩圏に医療機関や公園が少ない傾向が見られます。 

③安全・安心 

・交通事故死亡数は少ないですが、避難場所への距離が長い、空き家が多いなどの特徴が見ら

れます。 

④地域経済 

・類似都市とほぼ同程度となっています。 

⑤行政運営 

・財政力指数、1人当たり税収額が低く、歳出抑制や税収増加策が必要とされています。 

⑥エネルギー・低炭素 

・Co2 排出量は、類似都市平均より低い状況にあります。 

 

３）類似都市との比較から見た都市構造の評価 

・菊池市は、生活の利便性という面から、日常商業施設や病院等へのアクセス性に劣り、かつ

公共交通の利用率が低いため、自動車に依存したライフスタイルとなっています。国道やバ

イパス沿いに立地が増加しつつある商業施設、医療施設が使いやすいような公共交通ルート

等の再編等について検討することが必要です。 

・健康・福祉の面からは、高齢者がよく利用する医療機関や公園が少ない特徴が見られ、街な

かにこれらの施設を充実していくことが必要です。 

・安全・安心の面からは、避難所への距離が長い傾向があるため、災害の恐れの少ない土地へ

居住を誘導していくことが必要です。 

・地域経済、財政の面からは、より効率的な地域社会の形成が求められており、公共施設の再

編、集約化や、公共投資の集中化等によるコンパクトで複合的、効率的な都市経営が必要と

されています。 
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.
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本
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の
運

行
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度
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概

ね
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ク
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片

道
３

本
以

上
に

相
当
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の
鉄

道
路

線
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び
バ

ス
路
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。
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情
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デ
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概
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鉄

道
路

線
及

び
バ

ス
路

線
。

　
＝

2
6
,
3
6
7

　
＝

2
6
,
3
6
7

　
＝

2
6
,
3
6
7

　
＝

2
6
,
3
6
7

人
/
5
0
,
1
9
3
人

人
/
5
0
,
1
9
3
人

人
/
5
0
,
1
9
3
人

人
/
5
0
,
1
9
3
人

％
5
2
.
5

5
2
.
5

5
2
.
5

5
2
.
5

国
土

数
値

情
報

　
「
バ

ス
停

留
所

デ
ー

タ
」
、

バ
ス

時
刻

表

％
4
6

2
8
.
3

2
8
.
3

2
8
.
3

2
8
.
3

住
宅

・
土

地
統

計
調

査
「
最

寄
交

通
機

関
ま

で
の

距
離

別
住

宅
数

」

（
1
0
万

人
以

下
）

医
療
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シ
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市

機
能
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誘

導
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内

の
道

路
総

延
長

に
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め
る

歩
行

者
専

用

道
路

、
ｺ
ﾐ
ｭ
ﾆ
ﾃ
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道

路
、

歩
道
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設

置
さ

れ
た

道
路

な
ど

歩
行

者
交

通
に

配
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し
た
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路

延
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の
比

率
を
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台
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デ
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各
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防
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計
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踏
ま

え
て

設
定

し
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区
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す
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都
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で
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し
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環
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第
三

次
産

業
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高
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第

三
次

産
業

従
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人

口
で

除
し

て
算

出
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サ
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3
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産
業
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電

気
・
ガ

ス
、

情
報

通
信

業
、

運
輸

業
、

金
融

業
等

の
業

務
分

類
（
F
～

R
）
）
の

売
上

金
額

合
計

都
市

機
能

を
誘

導
す

る
区

域
に

該
当

す
る

メ
ッ

シ
ュ

に
お

け
る

小
売

業
の

年
間

商
品
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売

額
を

小
売

業
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売
場
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積

で
除

し
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出
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区
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① 生

 

活

 

利

 

便

 

性 ② 健 康

・

福 祉 ③ 安 全

・

安 心

■
生

活
サ

ー
ビ

ス
施

設
(
※

2
)
の

徒

歩
圏

人
口

カ
バ

ー
率

■
日

常
生

活
サ

ー
ビ

ス
の

徒
歩

圏
(
※

1
)
充

足
率

■
居

住
を

誘
導

す
る

区
域

に
お

け
る

人
口

密

度 ■
基

幹
的

公
共

交
通

路
線

(
※

3
)
の

徒
歩

圏

人
口

カ
バ

ー
率

□
公

共
交

通
利

便
性

の
高

い
エ

リ
ア

に
存

す

る
住

宅
の

割
合

■
生

活
サ

ー
ビ

ス
施

設
の

利
用

圏

平
均

人
口

密
度

□
市

民
一

人
当

た
り

の
自

動
車

総
走

行
台

キ
ロ

■
公

共
交

通
沿

線
地

域
(
※

4
)
の

人
口

密
度

◎
居

住
機

能
の

適
切

な
誘

導

◎
都

市
機

能
の

適
正

配
置

◎
公

共
交

通
の

利

用
促

進

◎
都

市
生

活
の

利
便

性
向

上

◎
歩

き
や

す
い

環
境

の
形

成

◎
市

街
地

の
安

全
性

の
確

保

◎
市

街
地

荒
廃

化
の

抑
制

◎
サ

ー
ビ

ス
産

業
の

活
性

化

◎
健

全
な

不
動

産
市

場
の

形
成

⑥ エ ネ ル ギ ー

・

低 炭 素

（
再

掲
）
■

公
共

交
通

沿
線

地
域

の
人

口
密

度 ■
市

民
一

人
当

た
り

税
収

額
（
個

人
市

民

税
・
固

定
資

産
税

）

（
再

掲
）
■

従
業

者
一

人
当

た
り

第
三

次
産

業
売

上
高

（
再

掲
）
■

都
市

機
能

を
誘

導
す

る
区

域
に

お

け
る

小
売

商
業

床
効

率

（
再
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■
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均
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宅

宅
地
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住
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す
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空
き
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率
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す
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額
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④ 地 域 経 済 ⑤ 行 政 運 営

◎
都

市
経

営
の

効
率

化 ◎
安

定
的

な
税

収
の

確
保

◎
運

輸
部

門
の

省
エ

ネ
・
低

炭
素

化

各
施

設
の

徒
歩

圏
の

全
て

が
重

複
す

る
エ

リ
ア

に
居

住
す

る
人

口
を

都

市
の

総
人

口
で

除
し

て
算

出
（
徒

歩
圏

；
バ

ス
停

は
3
0
0
m

、
そ

の
他

は

8
0
0
m

）
　

＝
1
8
,
0
4
2

　
＝

1
8
,
0
4
2

　
＝

1
8
,
0
4
2

　
＝

1
8
,
0
4
2

人
/
5
0
,
1
9
3
人

人
/
5
0
,
1
9
3
人

人
/
5
0
,
1
9
3
人

人
/
5
0
,
1
9
3
人

市
町

村
別

の
最

寄
交

通
機

関
ま

で
の

距
離

別
住

宅
数

の
総

数
に

占
め

る
、

駅
ま

で
1
k
m

圏
内

、
も

し
く
は

バ
ス

停
ま

で
2
0
0
m

圏
内

の
住

宅
数

の

割
合

　
＝

4
,
5
9
0

＝
4
,
5
9
0

＝
4
,
5
9
0

＝
4
,
5
9
0

戸
/
1
6
,
2
2
0
戸

戸
/
1
6
,
2
2
0
戸

戸
/
1
6
,
2
2
0
戸

戸
/
1
6
,
2
2
0
戸

乗
用

車
の

市
区

町
村

別
自

動
車

走
行

台
キ

ロ
（
台

キ
ロ

/
日

）
を

都
市

の

総
人

口
で

除
し

て
算

出
　

＝
4
8
9
,
6
3
1
.
4
(

＝
4
8
9
,
6
3
1
.
4
(

＝
4
8
9
,
6
3
1
.
4
(

＝
4
8
9
,
6
3
1
.
4
(
台 台台台

キ
ロ

/
キ

ロ
/

キ
ロ

/
キ

ロ
/

日
)

日
)

日
)

日
)
／

5
0
,
1
9
3

／
5
0
,
1
9
3

／
5
0
,
1
9
3

／
5
0
,
1
9
3

人 人人人

鉄
道

駅
か

ら
半

径
8
0
0
m

、
及

び
バ

ス
停

か
ら

半
径

3
0
0
m

 
の
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メ
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シ
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療
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エ
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炭
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従
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た
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次
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２－６ 都市構造の課題 

（（（（１１１１））））少子化少子化少子化少子化・・・・高齢化高齢化高齢化高齢化へのへのへのへの対応対応対応対応    

現 状 

【現況より】 

①総人口 

・ 人口は減少傾向にある。泗水地域は増加しているが、菊池地域、七城地域、旭志地域は減少。 

・ 用途地域より、用途地域外の人口が増加しており、計画的な土地利用誘導への懸念がある。 

・ ＤＩＤ人口は減少傾向で、指定の目安である 40 人/ha をすでに下回っている。低密度な市街

化が進んでいる。 

②年齢別人口 

・ 少子高齢化が進んでおり、平成 27年の 65歳以上人口率は 30.9%で、熊本県平均 28.8％を 2.1%

上回っている。 

・ 20 歳代、40 歳代の人口減少が目立つ。子ども、若者、働き手が減少している。 

・ 郊外部での高齢化が顕著であるが、隈府地区など菊池中心市街地での高齢化も進行している。

一方で、泗水地域では年少人口、生産年齢人口とも多い状況で、人口増と関連している。 

③将来人口 

・ 将来人口は全体的に減少するが、人口集積が大きく、かつ高齢化が進む菊池中心市街地での

人口が大きく減少することが予測される。 

・ 現在は人口が横ばいである泗水地域においても、今後生産年齢人口の大幅な減少や、高齢化

の進展が進むと予測される。 

・ 人口減少に伴い、2040 年頃には高齢者人口も減少傾向となる。 

・ 主要拠点 1㎞圏外やバス停 300ｍ圏外の人口が相対的に減少する割合が高くなる。 

【アンケート結果より抜粋】 

・ 今後のまちづくりとして、「高齢者を含め、全ての人がいきいきと暮らせるまちづくり」が第

1 位の意見となっており、高齢化社会への対応への関心が高い。 

・ コンパクトな都市づくりのため、「拠点地区において身近な商業施設や、病院・福祉施設、子

育て支援施設などを充実させる」が第 1 位の意見となっており、拠点地区の充実が必要とさ

れている。 

【上位計画等からみた課題】 

・ 将来の人口減少に備え、広域都市圏での連携が必要とされており、公共交通施設の効率的運

営、公共施設等の広域的利用などが必要とされている。 

・ 泗水地域は熊本都市圏に含まれ、多核連携型都市構造の形成のため、生活拠点としての機能

分担が求められている。 

 

課 題 

・ 人口減少社会の中で、高齢者の生活水準の維持、向上が必要とされており、高齢者が安心し

て暮らしていける環境づくりが求められている。移動手段として過度に自動車に依存しない

地域社会の形成のため、主要拠点における日常生活利便施設の充実や、公共交通の利便性向

上が必要とされている。 

・ 生活活動範囲が広域化しており、多様なニーズへの対応が求められているため、広域的な行

政サービスや公共交通サービスの連携が必要とされている。 

・ 主要拠点や公共交通軸への主要機能の集中化や居住誘導により、コンパクトな市街地形成が

求められている。特に、人口増加が見られる泗水地域において、日常利便施設の集積や公共

交通網の充実が必要とされている。 

 

 



 

100 

 

（（（（２２２２））））公共交通公共交通公共交通公共交通のののの利用促進利用促進利用促進利用促進    

現 状 

【現況より】 

①利用・運行状況 

・ アンケート調査によれば、公共交通（バス）の利用率は 2％程度と非常に少ない。 

・ バス交通は、国道 387 号を通る熊本市と菊池市を結ぶルートに集中している。 

・ 「きくちべんりカー」は、菊池市中心市街地のみの運行で、運行本数も 1日 6本程度であり、

通勤通学等の対応は困難である。 

②バス停周辺の人口集積状況 

・ バス停 300ｍ圏（1 日運行本数 15 本以上のバス停）の人口分布は、現状で約 37％であるが、

2040 年には 41％になると予測され、バス停に近い地区での人口減少が少なくなることが予測

される。一方、75 歳以上人口はバス停 300ｍ圏外の割合が高くなる予測のため、後期高齢者

用のバス交通サービスの対策が必要とされる。 

・ バスによる菊池中心市街地へのアクセス時間について見ると、30 分圏は全市の 30％程度の人

口割合でしかない。菊池中心市街地と国道 387 号沿線の地域がほとんどである。これはこれ

以外の路線の運行本数の少なさが原因であり、運行本数の増加対策が必要である。 

【アンケート結果より抜粋】 

・ 暮らしやすさの満足度について見ると、「公共交通機関の利用のしやすさ」が-0.61 と最も低

い評価となっており、その改善が強く求められている。 

・ 住替えの時に重視する項目の中では、「公共交通の利用が便利」が買い物、病院等に次ぐ第 3

位になっており、公共交通の利便性が高い地区への居住意欲が見られる。 

・ コンパクトな都市づくりのため公共交通の充実が必要との意見が第 2 位と高くなっている。 

【上位計画等からみた課題】 

・ 熊本都市圏の交通マスタープランにおいて、熊本都市圏に含まれる泗水地域は生活拠点とし

て、支線バスや自動車、自転車等からの乗換えを促す交通結節点としての位置づけが求めら

れている。 

 

課 題 

・ 熊本都市圏都市交通マスタープランで生活拠点としての役割が求められている泗水地域（泗

水支所周辺）において、日常生活サービス施設等の集積した交通乗り継ぎ拠点の形成につい

て検討する必要がある。 

・ 公共交通の維持が可能となるような都市構造への転換のため、主要拠点や公共交通軸への居

住誘導や日常生活利便施設等の立地誘導を図る必要がある。 
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（（（（３３３３））））日常生活利便施設日常生活利便施設日常生活利便施設日常生活利便施設のののの適正立地適正立地適正立地適正立地    

現 状 

【現況より】 

・ 市内における日常生活利便施設等の集積状況について見ると、菊池中心市街地への施設の集

積量が多く、特に病院系の立地が多くなっている。 

・ 七城支所、旭志支所周辺 1 ㎞圏への立地量は非常に少なくなっている。立地量的に見ると、

市役所 1 ㎞圏、続いて泗水支所 1 ㎞圏への集中傾向が強く、日常生活圏としては、この 2 つ

の拠点が重要な拠点となっている。 

・ 商業施設は主要拠点 1 ㎞圏外への立地も多くなっている。主要拠点 1ｋｍ圏外が大規模商業

施設で 45％程度と、50％を切っており、郊外の幹線道路沿道等への立地増加の傾向を表して

いる。 

・ 福祉施設、スポーツ施設など、高齢者の利用が比較的多い施設は、主要拠点 1 ㎞圏外への立

地が多い。 

・ 公共交通利便性との関係で見ると、バス停 300ｍ圏内に立地が多い施設は医療施設である。

一方、商業施設、スポーツ施設、幼稚園・保育所、高齢者福祉施設はバス停 300ｍ圏の立地

は少ない。 

・ 買物場所は菊陽町（光の森に大規模商業施設が立地）への依存が高まっており、菊池市内で

買い物をする割合は、平成 18 年度の 56％から平成 24 年度には 37％まで、2/3 に減少した。 

【アンケート結果より抜粋】 

・ 暮らしやすさの満足度で、レクリエーション施設、高齢者等の生活場所、文化・教養活動等

の場所、スポーツ施設、公園などの不足感が高くなっている。 

・ 住替えの際に重視する項目として、買物、病院・福祉施設などが高くなっている。 

・ 拠点地区の利用目的として、買物、医療・福祉施設利用が 2大目的となっている。 

・ まちづくりの課題として、中心市街地の活力やにぎわいを高めるが第 2位にあげられている。 

・ 自由意見として、菊池市内に大規模商業施設が欲しいという意見が複数あげられている。 

【上位計画等からみた課題】 

・ 熊本都市圏都市交通マスタープランにおいて生活拠点として位置づけられる泗水支所周辺に

おいて、日常生活利便施設等の立地誘導を図る必要がある。 

・ 菊池中心市街地への公共交通軸の強化について位置づけていく必要がある。 

 

課 題 

・ 生活の満足感として、日常的な買物の利便性、病院・福祉施設などの利用の利便性が大きな

評価項目になっており、拠点の利用目的もこれらの目的が中心であるが、病院以外の主要拠

点内への立地はそれほど多くない状況にある。また市外への流出も増加しているため、日常

生活利便施設へのアクセス性の強化を図る必要がある。商業施設の立地が多い幹線道路への

バス交通の充実、大規模商業施設へのバス交通の充実などを検討する必要がある。 

・ 菊池中心市街地においては、商業施設をはじめ、様々な公益サービス施設が立地しているが、

商業機能だけでなく、不足感が感じられる文化・教養活動等の空間の充実を図る必要がある。 

・ 泗水支所周辺においては、菊池中心市街地に次ぐ第 2 の拠点として、乗り継ぎ利便性の強化

とともに、日常生活利便施設等の立地誘導の強化を図る必要がある。 
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（（（（４４４４））））開発動向開発動向開発動向開発動向、、、、土地利用土地利用土地利用土地利用、、、、自然環境等自然環境等自然環境等自然環境等についてについてについてについて    

現 状 

【現況より】 

①開発動向 

・ 用途地域外の建築着工が増加している。泗水地域や菊池中心市街地南西側の主要地方道植木

インター菊池線バイパス周辺への立地が多くなっている。 

・ 泗水地域での宅地開発や人口が増加しているが、これは熊本市の市街化圧力が原因と考えら

れる。隣接する合志市は線引き制度が導入され、泗水地域と隣接する地区は市街化調整区域

となって開発が厳しく抑制されている。その外側の泗水地域は、用途地域の指定されていな

い都市計画区域で開発規制はそれほど厳しくなく、かつ地価は合志市市街化調整区域と同等

か安く、これらの要因で宅地化が進行していると考えられる。 

・ 宅地開発は落ち着きつつあるが、宅地への農地転用など、小規模な開発が進んでいる。 

・ 宅地化は、農振農用地の指定されていない農振白地となっている農業集落地区周辺やバイパ

ス沿道などに多く、これらの地区は公共交通の利便性に劣る地区も多く見られる。 

・ 洪水による浸水想定地域が菊池川、合志川沿いで指定されており、これらの地区の宅地化は

不適である。 

【アンケート結果より抜粋】 

・ まちづくりの課題として、災害に強く、安心して暮らせるまちづくりの要望が第３位と高い

値を示している。 

・ 暮らしやすさの満足度で公共交通の利用のしやすさが最も低い評価となっており、公共交通

の不便な地区への市街化の進展が伺われる。 

【上位計画等からみた課題】 

・ 広域行政という観点からは、合志市の市街化調整区域と隣接する泗水地域の開発規制の緩さ

が指摘され、菊池市側にあっても計画的な土地利用が進められるような都市計画上の規制誘

導方策の導入が求められている。 

 

課 題 

・ 泗水地域での市街化の進展圧力が高まっているが、当地区は用途地域が指定されておらず、

土地利用の混在等が進む恐れがある。また自然環境的には、合志川沿いでの水害等の発生や

河岸段丘に広がる急傾斜崩壊危険区域に指定された地区の存在、平野部における農業集落環

境の保全の必要性など、土地利用のコントロールが必要とされている。このため、用途地域

の指定も含め、都市計画の見直しが必要と考えられる。 

・ 菊池市都市計画マスタープランにおいては、菊池市の中心部の中心業務拠点と、3 つの支所

周辺の生活商業拠点が位置づけられているが、泗水地域の役割が高まりつつある。このため、

泗水地域については、例えば第 2 拠点といった拠点としての位置づけの見直しが必要と考え

られる。また、七城、旭志地域についても、日常生活の基礎的な利便性を備えた地区として

の位置づけが考えられる。 

・ 立地適正化計画においては、居住を誘導する地域は原則用途地域内とされている。しかしな

がら、市街化の状況から見ると、泗水地域では用途地域内と同じように市街化が進展してい

る。したがって、居住誘導区域の指定にあっては、泗水地域周辺の指定を前提に、法的手続

き等の検討が必要である。 
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（（（（５５５５））））他都市他都市他都市他都市ととととのののの比較比較比較比較やややや行財政行財政行財政行財政のののの効率化効率化効率化効率化    

現 状 

【現況より】 

①他都市との都市構造の比較 

・ 「都市構造の評価に関するハンドブック（平成 26 年 8 月：国土交通省）」に基づき、菊池市

の都市構造を表す様々な指標を算出し、これを類似都市の数値と比較すると、菊池市の特徴

として、生活利便性の面では福祉施設以外は徒歩圏のカバー率が低く、病院、商業施設等が

徒歩圏（自宅から 800ｍ圏）に立地する割合が低くなっている。また、健康・福祉面では医

療機関や公園の少なさ等の特徴が指摘される。 

・ 地域経済は類似都市と同程度、エネルギー関係は二酸化炭素排出量などが他都市より低い状

況にあり、このような面での優位性が見られる。 

・ 財政力指数や 1 人当たり税収額は類似都市よりも低く、景気の動向にもよるが、税収の大き

な伸びは見込めず、反対に高齢化の進行等による財政需要の増は避けることが出来ず、厳し

い財政状況は続くものと思われる 

・ 菊池市の公共施設は類似都市と比較して多い状況にあり、施設配置の効率化、管理費用の低

減などを進める必要がある。 

 

【アンケート結果より抜粋】 

・ 自由意見として、行政の効率化等の意見が見られる。 

【上位計画等からみた課題】 

・ 「国土のグランドデザイン」において、地方都市が連携するコンパクト＋ネットワークの考

え方で圏域を拡大していくことが必要としている。 

 

課 題 

・ これまでの現状分析では病院などは拠点への集中度は高いが、カバー人口という面では類似

都市より低くなっている。これは菊池市の人口分布が拠点周辺以外に多くなっていることが

その要因と考えられる。このため、日常利便施設等の適切な配置誘導計画や、拠点地区周辺

への一層の居住誘導を進めながら、コンパクトな市街地形成を推進することが必要とされる。 

・ 商業施設も同様に、身近な所への商業施設の立地が少ない傾向が伺われる。このため、主要

商業施設への公共交通手段の充実や、拠点内への一層の商業施設の誘導を進めていくことが

必要である。 

・ 財政運営上は、厳しい財政状況が続くため、公共施設の統廃合も含めた維持管理費の一層の

抑制や、これまで以上に計画的な財政運営、広域行政による公共サービスの効率化、コスト

削減に努める必要がある。 

・ 熊本都市圏に含まれる都市として、隣接する合志市、菊陽町との様々な連携、公共交通ネッ

トワークの形成を進め、様々な施設の利便性の向上や効率的な経済運営を行う必要がある。 

 

 

    

 


